
（別添） 

１．概要 

 被災３県（岩手県、宮城県、福島県）における公営住宅に適用される標準建設費(※)

について、被災地における工事費の上昇や、軟弱地盤、離島部における工事実施等の

特殊な条件に対応するため、見直しを行う。 

※ 標準建設費 ＝ 主体附帯工事費（建築主体等の工事費）＋ 特例加算 

標準建設費：立地条件、構造、規模等に応じて算定される額で、公営住宅整備事業等

において補助対象の限度額として機能する金額。 

特例加算 ：特別な工事を行うなど通常よりも費用を要する場合は、その工事内容に対

して、一定額の加算を措置。 

 

２．見直し事項 

・被災３県の標準建設費について、必要に応じ、主体附帯工事費の上限を 22％かさ上

げすることを可能とする。（現行：15％のかさ上げ） 

・また、特別の事情がある場合に対応するための特例加算の上限額（平成 26 年度： 

286.8 万円／戸）について、被災地特有の事情等により特殊な条件下で工事を実施

する必要があり、やむを得ない場合においては、国土交通大臣が別に決定した額と

することができることとする。 

 

３．適用開始日 

平成 27 年１月１日 

 

（参考）被災３県における標準建設費の見直しのイメージ 

 

 

 

 通常
1,526万円／戸

現 行
その他特殊事情による工事費
上昇等に対応するための額

286.8万円／戸

見直し後

（試算例；【立地条件】仙台市（多雪寒冷地域）【構造】中層耐火構造・片廊下型 【階数】３階建）

15%かさ上げ
229万円／戸

22%かさ上げ
336万円／戸

特例加算主体附帯工事費

その他特殊事情による工事費
上昇等に対応するための額

286.8万円／戸

ただし、被災地特有の事情等
により、特殊な条件下で工事
を実施する必要があり、やむ

を得ない場合においては、
国土交通大臣が別に決定した
額とする。

特殊基礎工事、工期
短縮等のための費用

（変更なし）（変更なし）

（H26.4に6.4％引き上げ） （H25.9に創設） （H25.9に創設）


